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公営住宅制度は、住宅セーフティネット※の中核として、最低居住水準確保のための市

場家賃の支払いが困難な低額所得者に対して、健康で文化的な生活を営むに足りる低廉な

家賃の賃貸住宅を供給するものです。 

住宅確保要配慮者世帯数の考え方は「住生活基本法」と「住宅確保要配慮者に対する賃

貸住宅の供給の促進に関する法律」（「住宅セーフティネット法」という。）に基づき推計し

ます。 

「住生活基本法」（平成18年 6月 8日施行）では、基本理念の一つとして「低額所得

者、被災者、高齢者、子どもを育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を要する者の居

住の安定の確保」が示されました。その基本理念に則り、低額所得者、被災者、高齢者、

障害者、子どもを育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を要する者（「住宅確保要配慮

者」という。）に対する賃貸住宅の供給の促進を図るため、さらに「住宅セーフティネット

法」が平成19年 7月 6日に施行されました。 

その住宅確保要配慮者の構成をみていく中で、特に「著しい困窮世帯」等を対象とした

公的賃貸住宅についての需要の推計を行います。（資料：国土交通省住宅局住宅総合整備課

「住宅セーフティネットの構築に向けた施策企画立案マニュアル」による。） 

１ 住宅確保要配慮者の範囲 

住宅確保要配慮者のボリュームを把握するには、「住宅確保要配慮者」を含む世帯を「住

宅確保要配慮者世帯」とし、統計データを用いた世帯数の把握が可能な属性で、公営住

宅を除く借家に居住する世帯を、「主な住宅確保要配慮者世帯」と定義し、その世帯数を

推計して算出します。 

●主な住宅確保要配慮者世帯の条件 

世帯の属性 推計の対象とする世帯の条件 

低額所得世帯  「著しい困窮世帯」 

高齢単身・夫婦のみ世帯 公営住宅を除く借 

家に居住する世帯 

60 歳以上の単身世帯、及び世帯主年齢が

60 歳以上の夫婦のみ世帯 

障害者世帯  身体障害者手帳交付者、在宅知的障害児・

者の療育手帳交付者、精神障害者保健福祉

手帳交付者を含む世帯 

子育て世帯  6 歳未満の親族のいる世帯 

外国人世帯（永住者以外）  外国人（永住者以外）のいる世帯 

 

 

 

 

 

 

第５章 住宅確保要配慮者世帯の推計 

 

※住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（住宅セーフティネット）：低額所得者、被災者、高齢

者などの住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進を定めた制度。 



 66

２ 「住宅確保要配慮者※世帯」の推計の考え方 

前記マニュアルに示す「主な住宅確保要配慮者※世帯」の推計は、下記の区分により

行われます。 

 

 

 

 

 

 

 

※住宅確保要配慮者：低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を要す

る者。 
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３ 住宅確保要配慮者世帯数の推計 

前述の区分をもとに住宅確保要配慮者世帯数は、下図左の「①と②」に加え、現在公営住

宅に入居している世帯のうち下図右に示す「a」も合わせて推計します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 推計の方法（平成 20 年住宅・土地統計調査データを使用） 推計結果 

① ＜著しい低年収未満、かつ最低居住面積水準未満の世帯＞ 

・民営借家に住む年収 100万円未満世帯 830世帯のうち、 

民営借家に住む総世帯数 2,980に対する「最低居住面積水準未満」世

帯 400の構成比率 13.4％を掛けた値 

（計算式）830世帯×13.4％（=400÷2,980）⇒111 世帯 

111世帯 

② ＜著しい低年収未満、かつ最低居住面積水準以上の住宅に居住している

が、高い家賃負担を余儀なくされている世帯＞ 

・民営借家に住む年収 100万円未満世帯 830世帯のうち、 

民営借家に住む総世帯数 2,980に対する「最低居住面積水準以上で誘

導居住面積水準未満」2,020世帯の約８割 1,600の構成比率 53.7％を

掛けた値 

（計算式）830世帯×53.7％（=1,600÷2,980）⇒445世帯 

445世帯 

a ＜公営住宅入居世帯のうち著しい低年収世帯＞ 

・公営住宅管理戸数 589戸（市営 395戸、県営 194 戸）のうち、 

公営借家に住む世帯に対する年収 100 万円未満世帯の構成比率

15.3％を掛けた値 

（計算式）589世帯×15.3％⇒90世帯 

90世帯 

 合  計 646世帯 

以上より、本市における住宅確保要配慮者世帯数は、646 戸と推計されますが、これを全て

公営住宅で確保するものではなく、住宅セーフティネットでは、公営住宅の供給に加えて、民営

賃貸住宅への円滑な入居の促進により、住宅確保要配慮者世帯の居住の安定の確保を図るもので

す。 

ただし、長期的な公営住宅の維持管理目標戸数については、県とのストックバランスの調整と

合せて、人口減少、小子高齢化の進行など社会経済情勢が変化する中で、公営と民営の役割分担

を踏まえ目標戸数を定めることが妥当と考えている。 

 

 

d.高額所得者 

c.収入超過者 

a.著しい低年収世帯 

b.a.を除く入居 

有資格者 

公営住宅入居世帯 

③-１ 

著しい低年収 

④-Ａ 

収入 

居住面積水準 

③-２ 
収入分位25％ 

（公営住宅原則階層） 

収入分位40％（注１） 

（公営住宅裁量階層） 

公営住宅を除く借家に 

居住する世帯 

② ① 

④-Ｃ 

④-Ｂ 

最低居住面積水準 


